
許可番号をお持ちの派遣元事業主を対象として、以下の日程で説明会を行います。

派遣元事業主が講ずべき措置について

労働基準法及び労働安全衛生法について

最低賃金法について

派遣労働者の雇用保険について

労働者の募集及び採用における年齢制限禁止について

公正な採用選考について

により、当課へお申し込みください(原則、１事業所あたり１名までとさせていただきます。)。

なお、この説明会は、派遣元責任者が受講する 『派遣元責任者講習』 ではありません。

労働関係法令について、理解を深めていただくことを目的として実施しています。

会場までのアクセス

【会場】

埼玉県さいたま市中央区新都心11-2

ランド・アクシス・タワー14階「雇用保険説明会場」

【最寄駅】

①「さいたま新都心駅」　（JR京浜東北線・JR宇都宮線・JR高崎線）

　改札を出て左に進み、左手に最初に見えるビルです。

②「北与野駅」（JR埼京線）　駅から徒歩6分

歩行者デッキを使用して、「けやき広場」方向へ進んでください。

※無料駐車（輪）場はありません。公共交通機関をご利用ください。

午後1時20分

令和 8年 11 月 18 日

午後4時30分

(受付は午後1時から）

（水）
～

労働者派遣事業の適正な運営のために、労働者派遣法をはじめ、派遣労働者に関わる

＊

・

・

・

・

・

・

男女雇用機会均等法、育児・介護休業法及び労働施策総合推進法等について

　参加を希望される派遣元事業主は、裏面の「派遣元事業主説明会 出席申込書(予約票)」◎

場 所開 催 日 時 間

令 和 8 年 5 月 13 日（水）

雇用保険説明会会場

（水）令 和 8 年 7 月 15 日

さいたま市中央区新都心11-2
ランド・アクシス・タワー14階

派遣元事業主説明会のご案内

・

◇説明会次第◇

令 和 9 年 1 月 13 日（水）

令 和 8 年 9 月 16 日

令 和 9 年 3 月 17 日（水）

（水）

〒330-6016 さいたま市中央区新都心11-2

ランド・アクシス・タワー１４階

埼玉労働局 職業安定部 需給調整事業課

TEL:048-600-6211

お問い合わせ先



時間 午後1時20分 ～ 午後4時30分　（受付は午後1時00分～）

○ お申し込み方法：参加希望開催日の２週間程度前までに、本書により、当課あてお申し込み

令 和 ８ 年 度

派遣元事業主説明会 出席申込書（予約票）

令和　　　年　　　月　　　日

送信票は不要です

【 開催 日 】 希望される日に 「○」 を付けてください。

令 和 8 年 5 月 13 日 (水) 令 和 8 年 11 月 18 日

令 和 9 年 3 月 17 日 (水)

(水)

令 和 8 年 7 月 15 日 (水) 令 和 9 年 1 月 13 日 (水)

令 和 8 年 9 月 16 日 (水)

許    可    番    号 派 －

フ リ ガ ナ

事 業 所 名

ください（説明会当日に本書控えをお持ちください。）。

－

連絡担当者氏名

出 席 者 数 人

電 話 番 号 －

所 在 地

〒 －

〒330-6016 さいたま市中央区新都心11-2
ランド・アクシス・タワー14階

 FAX：048-600-6212

埼玉労働局 職業安定部 需給調整事業課
派遣元事業主説明会担当

お申し込み先


